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令 和 ６ 年 度  愛 知 労 働 局 行 政 運 営 方 針  

 

令 和 ６ 年 度 の 愛 知 労 働 局 運 営 方 針 で は 、 愛 知 の 労 働 行 政 を 取 り 巻 く 情

勢 と課 題 を 踏 まえ、 労 働 基 準 、 職 業 安 定 、 人 材 開 発 、雇 用 環 境 ・ 均 等 の四

行 政 が 総 合 的 ・ 一 体 的 に 運 営 す る こ と で 、 総 合 労 働 行 政 機 関 と し ての 機 能

を 最 大 限 発 揮 し、 県 民 か ら の期 待 に応 えてまいります。  

 

 労 働 基 準 部 では、 以 下 の内 容 で対 策 を 推 進 してまいります。 

１  最 低 賃 金 ・ 賃 金 の 引 上 げ に 向 け た 中 小 ・ 小 規 模 企 業 等 支 援    

（ １ ）最 低 賃 金・賃 金 の 引 上 げ を 図 る 中 小・小 規 模 企 業 等 の 生 産 性

向 上 に 向 け た 支 援 の 強 化  

 最 低 賃 金 に つ い て は 、「 デ フ レ 完 全 脱 却 の た め の 総 合 経 済 対

策 」（ 令 和 ５ 年 11 月 ２ 日 閣 議 決 定 。以 下「 総 合 対 策 」と い う 。）

に お い て 、「 公 労 使 の 三 者 の 最 低 賃 金 審 議 会 で 毎 年 の 最 低 賃 金

額 に つ い て し っ か り と 議 論 を 行 い 、そ の 積 み 重 ね に よ っ て 2030

年 代 半 ば ま で に 全 国 加 重 平 均 が 1,500 円 と な る こ と を 目 指

す 。」 と さ れ て お り 、 中 小 ・ 小 規 模 企 業 が 賃 上 げ し や す い 環 境

整 備 に 一 層 取 り 組 む こ と が 求 め ら れ て い ま す 。特 に 生 産 性 向 上

が 不 可 欠 で あ る こ と か ら 、業 務 改 善 助 成 金 な ど の 各 種 支 援 策 に

つ い て 、積 極 的 な 周 知 及 び 利 用 勧 奨 を 行 い 、業 務 改 善 や 生 産 性

向 上 に 係 る 企 業 の ニ ー ズ に 応 え 、賃 金 引 上 げ を 支 援 し て ま い り

ま す 。  

ま た 、労 働 局 が 委 託 し て 実 施 す る「 愛 知 働 き 方 改 革 推 進 支 援

セ ン タ ー 」に よ る ワ ン ス ト ッ プ 相 談 窓 口 に お い て 、生 産 性 向 上

等 に 取 り 組 む 事 業 者 等 に 対 し て き め 細 か な 支 援 を 行 い ま す 。  

加 え て 、中 小 企 業 等 が 賃 上 げ 原 資 を 確 保 で き る よ う「 パ ー ト

ナ ー シ ッ プ に よ る 価 値 創 造 の た め の 転 嫁 円 滑 化 施 策 パ ッ ケ ー

ジ 」に 基 づ き 、政 府 一 体 と な っ て 取 組 を 進 め る こ と と さ れ て お

り 、労 働 局 及 び 監 督 署 に お い て は 、引 き 続 き 、事 業 場 に 対 し 賃

金 引 上 げ の 検 討 を 促 す と と も に 、厚 生 労 働 省 Ｗ Ｅ Ｂ ペ ー ジ「 賃

金 引 上 げ 特 設 ペ ー ジ 」の 紹 介 等 に よ り 、中 小 企 業 等 が 賃 金 引 上

げ を 検 討 す る 際 の 参 考 と な る 地 域 の 賃 金 や 企 業 の 好 取 組 事 例

等 が 分 か る 資 料 を 提 供 し 、賃 金 引 上 げ に 向 け た 労 働 環 境 の 自 主

的 な 促 進 を 図 っ て ま い り ま す 。  

令 和 ５ 年 ２ 月 27 日 に 、 県 内 の 行 政 機 関 、 経 済 団 体 、 労 働 団

体 及 び 金 融 団 体 と「 適 正 な 取 引・価 格 転 嫁 を 促 し 地 域 経 済 の 活

性 化 に 取 り 組 む 共 同 宣 言 」 を 発 出 し て お り 、「 愛 知 県 『 働 き 方

改 革 』に 向 け た 関 係 機 関 連 絡 協 議 会 」、「 取 引 適 正 化・価 格 転 嫁

推 進 フ ォ ー ラ ム 」な ど 、関 係 機 関 と 連 携 を 図 り な が ら 、取 引 適

正 化 、 適 切 な 価 格 転 嫁 等 へ の 必 要 な 取 組 を 継 続 し て 行 い ま す 。 
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さ ら に 、中 部 経 済 産 業 局 と の 連 携 を 強 化 し 、生 産 性 向 上 に 取

り 組 む 中 小 企 業 等 に 対 し 、事 業 再 構 築 補 助 金 、も の づ く り・商

業・サ ー ビ ス 補 助 金 、Ｉ Ｔ 導 入 補 助 金 な ど 各 種 補 助 金 、及 び よ

ろ ず 支 援 拠 点 の 案 内 を 行 い ま す 。  

（ ２ ） 最 低 賃 金 制 度 の 適 切 な 運 営  

県 内 の 経 済 動 向 、地 域 の 実 情 及 び こ れ ま で の 愛 知 地 方 最 低 賃

金 審 議 会 の 審 議 状 況 な ど を 踏 ま え つ つ 、適 切 な 資 料 の 収 集 、作

成 、提 示 に 努 め 、厚 生 労 働 省 労 働 基 準 局 賃 金 課 と も 連 携 を 図 り

な が ら 、充 実 し た 審 議 が 尽 く せ る よ う 愛 知 地 方 最 低 賃 金 審 議 会

の 円 滑 な 運 営 を 図 っ て ま い り ま す 。  

ま た 、最 低 賃 金 額 の 改 定 等 に つ い て は 、経 済 団 体 、労 働 者 団

体 、地 方 公 共 団 体 等 の 協 力 を 得 て 、県 民 に 幅 広 く 周 知 し 、使 用

者 及 び 労 働 者 に 周 知 徹 底 を 図 る と と も に 、こ れ ま で の 監 督 指 導

の 結 果 や 労 働 相 談 等 の 各 種 情 報 を 踏 ま え 、最 低 賃 金 の 遵 守 を 図

る た め 、履 行 確 保 上 問 題 が あ る と 考 え ら れ る 業 種 を 重 点 と し た

監 督 指 導 を 行 っ て ま い り ま す 。  

 

２  労 働 者 が 安 全 で 健 康 に 働 く こ と が で き る 環 境 の 整 備  

（ １ ） 長 時 間 労 働 の 抑 制  

ア  長 時 間 労 働 の 抑 制 に 向 け た 監 督 指 導 の 徹 底 等  

長 時 間 労 働 の 抑 制 及 び 過 重 労 働 に よ る 健 康 障 害 を 防 止 す る

た め 、 各 種 情 報 か ら 時 間 外 ・ 休 日 労 働 時 間 数 が １ か 月 当 た り

80 時 間 を 超 え て い る と 考 え ら れ る 事 業 場 及 び 長 時 間 に わ た る

過 重 な 労 働 に よ る 過 労 死 等 に 係 る 労 災 請 求 が 行 わ れ た 事 業 場

を 中 心 に 監 督 指 導 を 実 施 し ま す 。  

ま た 、 11 月 の 「 過 労 死 等 防 止 啓 発 月 間 」 に お い て 、「 過 労

死 等 防 止 対 策 推 進 シ ン ポ ジ ウ ム 」 や 「 過 重 労 働 解 消 キ ャ ン ペ

ー ン 」 等 の 各 種 取 組 に 関 す る 積 極 的 な 周 知 を 図 っ て ま い り ま

す 。  

さ ら に 、 教 育 活 動 を 通 じ た 過 労 死 等 の 防 止 に 関 す る 啓 発 の

一 環 と し て 、 大 学 ・ 専 門 学 校 ・ 高 校 等 へ の 講 師 派 遣 を 引 き 続

き 積 極 的 に 行 い ま す 。  

イ  中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 等 に 対 す る 支 援  

中 小 企 業・小 規 模 事 業 者 等 の 働 き 方 改 革 が 実 現 さ れ る よ う 、

全 て の 監 督 署 に 編 成 し た 「 労 働 時 間 改 善 指 導 ・ 援 助 チ ー ム 」

の う ち 「 労 働 時 間 相 談 ・ 支 援 班 」 に お い て 、 説 明 会 の 開 催 や

個 別 訪 問 な ど を 行 い ま す 。  

ウ  新 た に 時 間 外 ・ 休 日 労 働 の 上 限 規 制 が 適 用 さ れ る 中 小 企 業

等 へ の 時 間 外 ・ 休 日 労 働 時 間 の 削 減 等 に 向 け た 支 援  

令 和 ６ 年 ４ 月 か ら 、 新 た に 時 間 外 ・ 休 日 労 働 の 上 限 規 制 が



※３０字×４０行＝１２００字 

3 

 

適 用 さ れ る 建 設 業 、 自 動 車 運 転 者 に つ い て は 、 荷 主 や 発 注 者

と い っ た 取 引 関 係 者 、 ひ い て は 国 民 全 体 の 理 解 を 得 て い く こ

と が 重 要 で あ り 、各 種 パ ン フ レ ッ ト 等 の 活 用 や 特 設 サ イ ト「 は

た ら き か た ス ス メ 」 を 通 じ て 周 知 を 行 い ま す 。  

医 師 に つ い て は 、 愛 知 県 医 療 勤 務 環 境 改 善 支 援 セ ン タ ー 等

と 連 携 し 、 医 療 機 関 に お け る 労 働 時 間 管 理 や 時 間 外 労 働 の 削

減 等 に 関 し て 、 適 切 な 支 援 等 を 行 い ま す 。  

自 動 車 運 転 者 に つ い て は 、 労 働 時 間 等 説 明 会 等 を 開 催 し 、

改 善 基 準 告 示 も 含 め て 、 あ ら ゆ る 機 会 を 通 じ て 、 丁 寧 な 周 知

を 図 り ま す 。 ま た 、 ト ラ ッ ク 運 転 者 の 長 時 間 労 働 の 要 因 の 中

に は 、 取 引 慣 行 な ど 、 個 々 の 事 業 主 の 努 力 だ け で は 見 直 す こ

と が 困 難 な も の も あ る た め 、 監 督 署 に お い て 、 発 ・ 着 荷 主 等

に 対 し 、 長 時 間 の 恒 常 的 な 荷 待 ち 時 間 を 発 生 さ せ な い よ う 努

め る こ と 等 の 配 慮 を 要 請 し て い き ま す 。 さ ら に 、 関 係 行 政 機

関 で 構 成 す る「『 物 流 革 新 に 向 け た 政 策 パ ッ ケ ー ジ 』中 部 ブ ロ

ッ ク 推 進 会 議 」 に お い て 、 他 機 関 と 連 携 し て 取 り 組 ん で ま い

り ま す 。  

建 設 業 に つ い て は 、 業 界 団 体 や 災 防 団 体 等 と 連 携 を 図 り つ

つ 、 監 督 署 の 「 労 働 時 間 相 談 ・ 支 援 班 」 に よ る 説 明 会 の 開 催

や 個 別 訪 問 等 を 通 じ て 、 支 援 を 行 い ま す 。  

ま た 、 時 間 外 ・ 休 日 労 働 の 上 限 が 適 用 さ れ る 職 種 、 業 種 を

含 む 中 小 企 業 に お い て 、 生 産 性 向 上 を 図 り な が ら 労 働 時 間 短

縮 に 取 組 む 事 業 主 に 対 し 、 愛 知 働 き 方 改 革 推 進 支 援 セ ン タ ー

に よ る 窓 口 相 談 や 、 コ ン サ ル テ ィ ン グ 等 に よ り 的 確 な 支 援 を

行 い 、 ま た 、 働 き 方 改 革 推 進 支 援 助 成 金 の 活 用 を 促 進 し 、 労

働 時 間 の 設 定 の 改 善 を 推 進 し ま す 。  

（ ２ ） 労 働 条 件 の 確 保 ・ 改 善 対 策  

ア  法 定 労 働 条 件 の 確 保 等  

監 督 指 導 を 通 じ て 、 事 業 場 に お け る 基 本 的 労 働 条 件 の 枠 組

み 及 び 管 理 体 制 を 確 立 さ せ 、 こ れ を 定 着 さ せ る と と も に 、 労

働 基 準 関 係 法 令 の 遵 守 の 徹 底 を 図 っ て ま い り ま す 。 特 に 、 労

働 時 間 の 適 正 把 握 と 時 間 外 ・ 休 日 ・ 深 夜 の 割 増 賃 金 の 支 払 い

は 労 働 条 件 の 枠 組 み の 基 本 と な る た め 、「 労 働 時 間 の 適 正 な 把

握 の た め に 使 用 者 が 講 ず べ き 措 置 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 の

周 知 を 徹 底 し 、 監 督 指 導 に お い て 同 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ く 労

働 時 間 管 理 が 行 わ れ て い る か を 確 認 し 、 賃 金 不 払 残 業 が 認 め

ら れ た 場 合 に は 、 そ の 是 正 を 指 導 し て い き ま す 。  

な お 、 度 重 な る 指 導 に も か か わ ら ず 法 違 反 を 是 正 し な い 事

業 場 や 法 違 反 を 繰 り 返 す 事 業 場 な ど 、 重 大 ・ 悪 質 な 労 働 基 準

関 係 法 令 違 反 が 認 め ら れ る 事 案 に 対 し て は 、 司 法 処 分 も 含 め 厳
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正 に対 処 していきま す。 

  イ  裁 量 労 働 制 の 適 正 な 運 用  

各 種 情 報 に 基 づ き 、 裁 量 労 働 制 の 運 用 等 に 関 し 問 題 が あ る と 考

えら れる事 業 場 に対 して、監 督 指 導 等 を 実 施 します。  

ま た 、 裁 量 労 働 制 に 係 る 省 令 等 が 令 和 ６ 年 ４ 月 に 施 行 さ れ る こ と

か ら 、 裁 量 労 働 制 導 入 事 業 場 等 に 対 し 、 パ ン フ レ ッ ト 等 を 活 用 し て

改 正 内 容 について 周 知 を 行 っ てまいり ます。 

  ウ  労 働 契 約 関 係 の 明 確 化  

労 働 基 準 法 に 基 づ く 労 働 条 件 明 示 事 項 に 、 就 業 場 所 ・ 業 務 の

変 更 の 範 囲 を 追 加 す る 等 の 改 正 省 令 が 令 和 ６ 年 ４ 月 に 施 行 さ れ る

こ と か ら 、 パ ン フ レ ッ ト 等 を 活 用 し て 、 あ ら ゆ る 機 会 に 周 知 ・ 啓 発 を 図

ってまいります。  

  エ  特 定 の 労 働 分 野 に お け る 労 働 条 件 確 保 対 策 の 推 進  

       ①  外 国 人 労 働 者  

技 能 実 習 生 等 の 外 国 人 労 働 者 に つ い て は 、 労 働 基 準 関 係 法 令

違 反 の 疑 い が あ る 事 業 場 に 対 し て 重 点 的 に 監 督 指 導 を 実 施 し 、 重

大 ・ 悪 質 な 労 働 基 準 関 係 法 令 違 反 が 認 め ら れ る 事 案 に 対 し て は 、

司 法 処 分 を 含 め 厳 正 に 対 処 し ま す 。 ま た 、 出 入 国 在 留 管 理 機 関 及

び 外 国 人 技 能 実 習 機 構 （ 以 下 「 機 構 等 」 と い う 。 ） と の 相 互 通 報 制

度 を 確 実 に運 用 した 上 で、監 督 指 導 等 を 実 施 します。  

特 に 、 技 能 実 習 生 に 対 す る 労 働 搾 取 目 的 の 人 身 取 引 が 疑 わ れ

る 事 案 に つ い て は 、 機 構 等 と の 速 や か な 合 同 監 督 ・ 調 査 や 関 係 機

関 と の 連 携 を 着 実 に 実 施 し た 上 で 、 悪 質 性 が 認 め ら れ る も の は 司 法

処 分 を 含 め 厳 正 に 対 処 します。  

②  自 動 車 運 転 者  

自 動 車 運 転 者 につ いては、違 法 な 長 時 間 労 働 等 が 疑 われ る事 業

場 に対 する 監 督 指 導 を 的 確 に 実 施 す る。また 、愛 知 運 輸 支 局 との 相

互 通 報 制 度 を 確 実 に 運 用 す る と と も に 、 協 議 の 上 で 、 合 同 監 督 ・ 監

査 を 行 います。  

ま た 、 歩 合 給 に よ り 雇 わ れ て い る 自 動 車 運 転 者 の 保 障 給 の 確 保

や 、 タ ク シ ー 運 転 者 の 賃 金 制 度 の う ち 、 累 進 歩 合 制 度 の 廃 止 に 係 る

指 導 等 についても徹 底 を 図 ります。  

③  障 害 者 で あ る 労 働 者  

障 害 者 虐 待 防 止 の 観 点 も 含 め 、 障 害 者 で あ る 労 働 者 の 法 定 労

働 条 件 の 履 行 確 保 の た め 、 監 督 指 導 を 実 施 す る と と も に 、 障 害 者 で

あ る 労 働 者 に 関 す る 情 報 を 把 握 し た 場 合 に は 関 係 機 関 と 積 極 的 に

情 報 共 有 を 図 り 、 事 業 主 に 対 す る 啓 発 ・ 指 導 に 努 め 、 問 題 事 案 の

発 生 防 止 及 び早 期 是 正 を 図 っ てまいり ます。 

 オ  「 労 災 か く し 」 の 排 除 に 係 る 対 策 の 一 層 の 推 進  

 「 労 災 か く し 」 の 排 除 を 期 す た め 、 説 明 会 等 の 機 会 を 通 じ て 、 そ の
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防 止 に 向 け た 周 知 ・ 啓 発 を 図 る と と も に 、 監 督 ・ 労 災 補 償 ・ 安 全 衛

生 の 各 担 当 部 署 間 に お け る 連 携 に よ り 、 「 労 災 か く し 」 に 関 す る 情 報

収 集 に 努 め 、 当 該 事 案 を 把 握 し た 場 合 は 司 法 処 分 を 含 め 厳 正 に 対

処 します。 

 カ  各 種 権 限 の 公 正 か つ 斉 一 的 な 行 使 の 徹 底  

地 方 労 働 基 準 監 察 監 督 官 制 度 の 的 確 な 運 用 等 に よ り 、 行 政 指

導 の 適 正 な 実 施 と そ の 水 準 の 維 持 ・ 向 上 を 図 る と と も に 、 監 督 権 限

をはじめとする各 種 権 限 の 公 正 か つ斉 一 的 な行 使 を 確 保 してまいりま

す。 

ま た 、 監 督 指 導 に お い て 法 違 反 が 認 め ら れ た 場 合 に は 、 事 業 主 に

そ の 内 容 や 是 正 の 必 要 性 を 分 か り や す く 説 明 す る こ と に よ り 、 事 業 主

に よ る 自 主 的 な 改 善 を 促 す と と も に 、 き め 細 か な 情 報 提 供 や 具 体 的

な 是 正 ・ 改 善 に 向 けた 取 組 方 法 を 助 言 す るな ど 、 丁 寧 か つ具 体 的 に

対 応 する 。 特 に 、 中 小 企 業 の 事 業 場 へ の 監 督 指 導 に 当 た っ ては 、 中

小 企 業 に お け る 労 働 時 間 の 動 向 、 人 材 確 保 の 状 況 、 取 引 の 実 態 、

そ の 他 の 事 情 を 十 分 に 聴 い た 上 で 、 そ の 事 情 を 踏 ま え て 丁 寧 に 対 応

していきます。 

（ ３ ）  「 安 全 経 営 あ い ち ®」 の 推 進  

2023 年 度 か ら 2027 年 度 ま で の ５ か 年 を 計 画 期 間 と す る 「 第 14 次

労 働 災 害 防 止 推 進 計 画 」 （ 以 下 「 14 次 防 」 と い う 。 ） の 重 点 事 項 の

1 つ に 掲 げ た 「 安 全 経 営 あ い ち ® 」 の 推 進 な ど に よ り 、 重 篤 な 労 働 災

害 の 撲 滅 を 目 指 す に と ど ま ら ず 、 生 産 性 の 向 上 等 に よ り 労 働 分 配 を

高 め る こ と や 、 働 き 方 改 革 の 推 進 な ど 、 自 律 的 で ポ ジ テ ィ ブ な 安 全

衛 生 管 理 を 促 進 して行 きます。  

ア 「 安 全 経 営 あ い ち 賛 同 事 業 場 制 度 」 の 運 用  

14次 防 期 間 中 、労 働 局 管 内 で、 「 安 全 経 営 あ いち®」 の 理 念 （ ※1、

2 参 照 ） に 賛 同 す る 事 業 場 （ 以 下 「 賛 同 事 業 場 」 と い う 。 ） を 募 る 制

度 を 運 用 し 、 所 定 の 手 続 を 経 た 賛 同 事 業 場 に 対 し、 登 録 商 標 である

「 安 全 経 営 あいち® 」 の名 称 及 びロ ゴを 使 用 できること としています。 

 

 

 

     

 賛 同 事 業 場 は 、 そ れ ら の 使 用 に よ り 「 安 全 経 営 」 に 取 り 組 む 姿 勢

と 、 その 基 礎 と な る リ スクア セスメ ン トに 積 極 的 に 取 り 組 む 姿 勢 を 同 時

に 事 業 場 内 外 に 示 す こ と と な り 、 既 に 多 く の 事 業 者 の 賛 同 を 得 て い

ることから 、引 き続 き 同 制 度 の運 用 を 図 ってまいります。  

ま た 、 業 種 間 の 取 組 み 状 況 を 情 報 交 換 で き る 場 と し て 「 異 業 種

交 流 」 等 の 実 施 、 ホ ー ム ペ ー ジ で の 情 報 発 信 の 強 化 等 を 通 じ 、 企

業 価 値 向 上 と自 律 的 でポジティブ な安 全 の確 立 を 目 指 します。 
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イ  ＋ Safe 協 議 会 等 の 運 用  

死 傷 災 害 の 大 幅 増 加 を 示 す 第 三 次 産 業 の 業 種 （ 商 業 、 社 会 福

祉 施 設 、 飲 食 店 等 ） は、いず れも顧 客 、利 用 者 等 へのサ ービス提 供

を 業 とし て お り 、 労 働 安 全 衛 生 管 理 に つ い ても 、 そ れ ら サ ー ビス 提 供

と 一 体 的 に 運 用 す るこ とが 現 実 的 です 。こ のた め 、 「 安 全 経 営 あいち

® 」 の 理 念 の 下 、 経 営 に 安 全 を プ ラ ス す る 「 ＋ Sa f e 」 の 名 称 を 冠 し て

協 議 会 を 運 営 し 、 サ ー ビ ス 提 供 と 労 働 安 全 衛 生 管 理 の 一 体 化 等

について働 きか けを 行 っ ていきます。 

ま た 、 企 業 側 に 自 主 的 な 取 組 を 促 す た め 、 企 業 の 課 題 と 有 効 な

改 善 策 を ともに探 る 、寄 り添 い 型 の指 導 を 実 施 していきます。 

ウ  総 合 的 な 健 康 確 保  

業 務 上 疾 病 の 多 発 と 定 期 健 康 診 断 有 所 見 率 の 高 止 ま り が 認 め

ら れ る 中 、 労 働 者 の 健 康 確 保 に 対 す る 必 要 性 は 益 々 高 ま っ てお り 、

リ ス ク ア セ ス メ ン ト を 中 核 と し た 化 学 物 質 、 及 び 粉 じ ん 等 に 対 す る 有

害 業 務 対 策 、 健 康 診 断 、 長 時 間 労 働 面 接 指 導 、 及 び ス ト レ ス チ ェ

ッ ク 等 と そ れ ら の 結 果 を 踏 ま え た 事 後 措 置 の 運 用 並 び に 「 労 働 者 の

心 の 健 康 の 保 持 増 進 の た め の 指 針 （ メ ン タ ル ヘ ル ス 指 針 ） 」 及 び

「 事 業 場 に お け る 労 働 者 の 健 康 保 持 増 進 の た め の 指 針 （ Ｔ Ｈ Ｐ 指

針 ） 」 等 を 踏 まえた 健 康 保 持 増 進 、 治 療 と 仕 事 の 両 立 及 びテ レワ ー

ク の 導 入 等 、 多 様 な 働 き 方 へ の 対 応 を 包 括 し た 「 総 合 的 な 健 康 対

策 」 を 推 進 してまいります。 

エ  き め 細 か な 個 別 指 導 等 の 実 施  

こ れ ま で 個 別 指 導 は 、 単 発 的 、 個 別 的 な 内 容 に な り が ち で し た が 、

今 後 は 、 「 安 全 経 営 あ い ち ® 」 の 理 念 も 踏 ま え 、 総 合 的 な 個 別 指 導

等 を 行 っ ていきます。 

ま た 、 我 が 国 の 産 業 構 造 の 変 化 、 高 年 齢 労 働 者 、 外 国 人 労 働

者 及 び 派 遣 労 働 者 の 増 加 等 の 社 会 経 済 の 情 勢 変 化 や 、 技 術 革

新 及 び 働 き 方 改 革 の 進 捗 等 並 び に 、 そ れ ら を 背 景 と す る 労 働 災 害

（ ※ 1 ）  「 安 全 経 営 あ い ち ® 」 の 理 念  

こ れ ま で 、 労 働 安 全 衛 生 管 理 の 手 段 と 捉 え ら れ て い た リ ス ク ア セ ス

メ ン ト は 、 そ の プ ロ セ ス に 現 場 の 実 態 把 握 を 含 め て い る こ と か ら 、 こ

れ を 通 じ て 経 営 視 点 で あ る 「 Ｐ Ｑ Ｃ Ｄ Ｓ Ｍ Ｅ （ ※ 2）」 を 並 列 か つ 一 体

的 に 捉 え て 行 く こ と が で き る 。 す な わ ち 、 リ ス ク ア セ ス メ ン ト を 通 じ 、

安 全 性 、 生 産 性 、 品 質 、 原 価 、 納 期 等 を 同 時 に 高 め て い く こ と が 可 能

で あ り 、さ ら に 企 業 価 値 を も 向 上 さ せ る 戦 略 的 手 法 と す る こ と が で き る 。 労 働 局

は 、 こ の 理 念 を 「 安 全 経 営 あ い ち ® 」 と し て 提 唱 し て い る 。  

（ ※ 2 ）  P Q C D S M E  

経 営 に お け る 重 要 な ７ つ の 視 点 の こ と で 、 そ れ ぞ れ 、 Ｐ ： P r o d u c t i v i t y ＝ 生 産

性 、 Ｑ ： Q u a l i t y ＝ 品 質 、 Ｃ ： C o s t ＝ 原 価 ・ 経 済 性 、 Ｄ ： D e l i v e r y ＝ 納 期 ・ 生 産

量 、 Ｓ ： S a f e t y ＝ 安 全 性 、 Ｍ ： M o r a l e ＝ 士 気 、 Ｅ ： E n v i r o n m e n t ＝ 環 境 を 表 す 。 
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発 生 の 動 向 を 踏 ま え て 、 経 営 的 な 視 点 か ら も 必 要 な 情 報 を 提 供 す

るよ う努 めてまいりま す。 

（ ４ ）  重 篤 な 労 働 災 害 の 防 止  

こ れ ま で 、 労 働 局 は 、 「 危 な さ と 向 き あ お う 」 を キ ャ ッ チ フ レ ー ズ と し て

リスクアセスメントの普 及 促 進 を 図 っ て きた ことによ り、製 造 業 を 中 心 に、

全 業 種 における死 亡 者 数 の一 定 の減 少 を 達 成 した ところです。 

し か し 、 ① 製 造 業 に お け る 重 篤 災 害 の 主 な 類 型 で あ る 、 は さ ま れ ・

巻 き 込 ま れ 災 害 、 及 び 切 れ ・ こ す れ 災 害 に つ い て 、 そ の 約 ６ 割 が 動

力 機 械 に 起 因 す る も の で あ る こ と 、 ② 建 設 業 の 死 亡 災 害 の 約 ３ 割 が

高 所 か ら の 墜 落 ・ 転 落 災 害 で あ る こ と を 踏 ま え 、 引 き 続 き リ ス ク ア セ ス

メ ン ト の 普 及 促 進 を 図 る こ と が 不 可 欠 で す 。 ま た 、 そ の 適 切 な 実 施 は 、

「 安 全 経 営 あいち® 」 の理 念 に 繋 がるものであることか ら 、14 次 防 を 踏

ま え 、 製 造 業 を 対 象 と した 動 力 機 械 災 害 防 止 対 策 及 び 建 設 業 を 対

象 とした 墜 落 ・ 転 落 災 害 防 止 対 策 を 推 進 してまいります。 

（ ５ ）  労 災 補 償 制 度 の 適 切 な 運 営 に 向 け た 対 策  

ア  組 織 的 な 管 理 に よ る 労 災 保 険 請 求 の 早 期 処 理 等  

労 災 補 償 制 度 の 根 幹 は 、 被 災 労 働 者 等 に 対 し て 迅 速 か つ 公 正

に 必 要 な 保 険 給 付 を 行 う こ と を も っ て 、 被 災 労 働 者 等 を 保 護 す る こ と

で す 。 こ の た め 、 労 災 保 険 給 付 の 請 求 に 対 し て は 、 請 求 受 付 後 、 速

や か に 必 要 な 調 査 を 実 施 し 、 管 理 者 に よ る 組 織 的 な 進 行 管 理 を 徹

底 す る 等 、 迅 速 な 事 務 処 理 を 推 進 す る と と も に 、 法 令 、 認 定 基 準 等

に基 づいた 適 切 な 認 定 を 行 っ ていきま す。 

特 に 、 認 定 ま で に 時 間 を 要 す る 脳 心 事 案 や 精 神 事 案 な ど の 複 雑

困 難 事 案 に つ い て は 、 労 災 担 当 部 署 （ 愛 知 労 災 保 険 業 務 セ ン タ

ー ） と 監 督 ・ 安 全 衛 生 担 当 部 署 が 連 携 し 、 認 定 基 準 等 に 基 づ い た

適 切 な 認 定 及 びよ り一 層 の迅 速 な処 理 に努 めてまいりま す。 

イ  石 綿 関 連 疾 患 に 関 す る 労 災 補 償 制 度 の 周 知 広 報  

石 綿 に よ る 中 皮 腫 や 肺 が ん 等 の 石 綿 関 連 疾 患 に つ い て 、 が ん 診

療 連 携 拠 点 病 院 を 中 心 とした 労 災 指 定 医 療 機 関 に 対 し、認 定 基 準

等 の 周 知 広 報 を 行 う と と も に 、 労 災 請 求 の 勧 奨 の 依 頼 を 行 う こ と で 、

石 綿 ば く 露 作 業 に よ り 石 綿 関 連 疾 患 に り 患 し た 被 災 労 働 者 等 の 保

護 を 推 進 させてまい ります。 


